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平成２２年度第２回瑞穂町廃棄物減量等推進審議会  会議録  

１日   時  
平成２３年２月２５日（金曜日）  

  １３時３０分から１５時００分まで  

２場   所  みずほリサイクルプラザ２階研修室  

３出  席  者   
吉川会長、根岸副会長、村田委員、天沼委員、田

中委員、臼井委員、村山委員  

４欠  席  者   清水委員、石塚委員、小林委員  

５議   題  （１）瑞穂町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改

定について  

（２）ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャンペーン

の進捗状況について  

（３）瑞穂町のごみの現状について  

（４）その他  

６傍  聴  人    ０人  

７配布資料   次第   瑞穂町廃棄物減量等推進審議会  

平成２２年度第２回審議会次第  

（Ａ４  １枚）  

資料１  瑞穂町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の

改定について（資料１）  

    （Ａ４  １枚）  

資料２  ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャンペー

ンの進捗状況について（資料２、別紙１）

    （Ａ４  ２枚）  

資料３  瑞穂町のごみの現状について（資料３）  

（Ａ４  ４枚）  

その他  環境報告書２０１０（西多摩衛生組合）  
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（議題１）  

 瑞穂町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定について  

（会議内容）  

（資料説明） 

（吉川会長） 

（事  務  局） 

＊ 資 料 １ の

説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質疑応答） 

（村田委員） 

 

 

 

 事務局より資料の説明を求める。  

 資料１から説明する。  

（資料１について、そのまま読み上げる）  

このように、従来の瑞穂町単独で一から基本計画

を策定する方法ではなく、西多摩衛生組合の管内で

統 一 し た 方 向 で 策 定 を 行 う と い う 方 向 に 変 更 に な

ったことを報告する。  

なお、このような流れは近隣の一部事務組合でも

見られている。  

近隣地域のうち、清瀬市、東久留米市、西東京市

で構成する「柳泉園組合」では、一般廃棄物処理基

本計画を策定し、５年ごとに見直しを構成市町共同

で実施している。  

また、稲城市、狛江市、府中市、国立市で構成す

る「多摩川衛生組合」でも、平成２３年度から同様

に 構 成 市 町 共 同 で 計 画 策 定 し て い く 考 え で い る と

のことである。  

さらに、小平市、武蔵村山市、東大和市で構成す

る「小平、村山、大和衛生組合」では、３市共同資

源化推進本部を設置し、循環型社会に向けた将来ビ

ジョンを取りまとめることを目的に、「３市共同資

源化の事業化」を進めているということである。  

 

 

 先 ほど説明のあった、「柳泉園組合」や「多摩川

衛生組合」の進めている内容についての資料はない

のか。  
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（事  務  局） 

 

 

 

 

 

（村山委員） 

 

 

（事  務  局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（村山委員） 

 

 

 

 

 

（事  務  局） 

 

 

今回、西多摩衛生組合が採る方針と同じような取

組みをしている組合として、現時点でどのようなと

ころがあるかという動向を紹介したのみであり、そ

の具体的な内容が不明であるため、詳細に関する資

料はありません。  

 

 共同で素案を作成するとのことであるが、最終的

に は そ れ ぞ れ の 自 治 体 の も の と し て 素 案 が 作 成 さ

れるのか？  

 最終的に、瑞穂町の一般廃棄物処理基本計画とし

て策定することに変わりはない。今後、西多摩衛生

組合は、瑞穂町の提供した資料を基本として、瑞穂

町用の素案を作成し、瑞穂町に提供するような形に

なる。  

 そして、計画内容は５年おきに見直すことが予定

されている。  

 ま た、素案として作成する部分というのは、「最

終処分場・焼却施設の延命化」とか、「可燃ごみの

分別内容の検討」など、もともと西多摩衛生組合の

構 成 市 町 が 共 通 し て 抱 え る 課 題 や 現 状 の 分 析 な ど

になる。  

 

 今日のこの審議会において、我々は報告を受ける

だけなのか、意見を言うようなものなのか。  

 併せて、この新しい基本計画は今後どのような形

で策定されていくのか。  

 また、この新しい計画ができるまでは、現行の計

画で進んでいくのか。  

 今回の議題は報告事項である。これは従来からの

基本的な方向性が変更になった旨の報告であり、今

後この基本的方向性に基づいて、叩き台として素案
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（村山委員） 

 

 

 

（事  務  局） 

 

 

 

（吉川会長） 

（事  務  局） 

が出されてくることもあり、ここでこの基本的な方

向性の変更に関して報告し、何かご意見・ご質問が

あれば、事務局としてお聞きしたいというものであ

る。  

 なお、この新しい基本計画は、今後できた素案を

もとに当審議会に諮問・答申を経た後、策定すると

いう流れになる。また、新しい計画が策定されるま

では、現行の計画を進めていくことになる。  

 

 この西多摩衛生組合で作成する素案は、構成市町

か ら 集 め ら れ た メ ン バ ー で 検 討 委 員 会 み た い な も

のを作るのか。それとも、西多摩衛生組合に作成を

任せるのか。  

 西多摩衛生組合がコンサルタントに依頼して、各

構 成 市 町 か ら 集 め た 資 料 を も と に 素 案 を 作 成 す る

ことになる。  

 

 現行の計画から、大きく内容が変更になるのか。

 前回の策定年度が１２年であったので、その間に

施策の変更もあったため、大きく変更になると思わ

れる。  
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議題（２）  

「ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャンペーンの進捗状況につい

て」  

（会議内容）  

（資料説明） 

（吉川会長） 

 

（事  務  局） 

＊ 資 料 ２ の

説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題（２）について、事務局より資料の説明を求

める。  

資料２は、平成２１年度第２回審議会において報

告した以降の、ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャ

ン ペ ー ン の 主 な 活 動 内 容 に つ い て 記 載 し た も の で

ある。  

資 料のとおり、（１）強化月間（８・９月）の推

進と、（２）協定店舗拡大に向けての交渉活動を行

った。  

ま ず、（１）強化月間（８・９月）の推進につい

てであるが、①協定店舗（全１４店舗  ＊注  当審

議会開催時現在、１店舗廃業しているため、１３店

舗になっている）に推進活動の依頼を行った。  

具体的には、別紙１のポスターの拡大版（Ａ３）

の掲示による普及活動や、「レジ袋が必要かどうか」

という声かけ運動のより一層の強化について、協定

事業者に依頼をした。  

 次に、②の「ごみ減量等説明会」について、９月

後半の平日夜間に町内の全６箇所で開催し、全５０

名の参加があった。  

その中で、１項目設けてノー（ NO）レジ袋・マイ

バッグキャンペーンの話をし、さらなる普及にご協

力をいただくように説明した。  

③の「ＨＰにノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャ

ンペーンの説明記事を掲載」については、町のホー

ム ペ ー ジ に １ 項 目 を き ち ん と 設 け て 説 明 し て い る
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箇所がなかったので、従来の記事を整理し、新たに

情報を付加して、よりホームページをご覧いただく

住民の方に伝わりやすいよう改善した。  

 

次 に、（２）協定店舗拡大に向けての交渉活動に

ついてであるが、本年度は町内のコンビニエンスス

トアを対象に協定をすすめるように交渉した。コン

ビ ニ エ ン ス ス ト ア に マ イ バ ッ グ を 持 参 す る 方 は 少

な く 思 わ れ 、 ま た 利 用 者 の 客 層 が 多 岐 に わ た る た

め、活動を周知していくのに最適であると考えたか

らである。  

町 内 に 展 開 す る コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア へ の 協 定

締結交渉については、各コンビニエンスストア各社

が加盟している「社団法人  日本フランチャイズチ

ェーン協会」が中心となってレジ袋の削減活動を行

っているため、個別の店舗と協定を締結するという

形態をとることが困難であるということであった。

そのため、杉並区などの他自治体との実績を踏ま

え、「社団法人  日本フランチャイズチェーン協会」

と瑞穂町とで協定に代わる、「瑞穂町ノー（ NO） レ

ジ袋・マイバッグキャンペーン」への参加申込とい

う形で、町内のコンビニエンスストアの全２０店舗

がノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャンペーンに平

成２３年２月１４日から参加することになった。  

なお、この参加申込はあくまで趣旨に賛同するも

のであり、「社団法人  日本フランチャイズチェー

ン協会」が中心となって独自で各店舗がレジ袋削減

活動を行っていくものではあるが、年１回のレジ袋

削減率の報告など行ってもらうことになる。  

ただし、㈱ファミリーマートについては、地域活

動に貢献することも社の方針であるということで、
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（質疑応答） 

（村田委員） 

 

（事  務  局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意   見） 

（吉川会長） 

 

 

 

 

 

「社団法人  日本フランチャイズチェーン協会」の

活動とは別に、協定を締結し、瑞穂町のノー（ NO）

レジ袋・マイバッグキャンペーンに協力していただ

け る と い う こ と に な り 、 各 ５ 店 舗 と 協 定 を 締 結 し

た。  

これにより、ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャ

ンペーン協定締結事業者は１８社となり、参加申込

も含めれば、ノー（ NO）レジ袋・マイバッグキャン

ペーン活動賛同事業者は３３事業者となった。  

 

 

 町 内 の 大 規 模 店 舗 で 加 入 し て い な い と こ ろ が あ

る。どうして加入しないのか。  

当キャンペーンに参加し、レジ袋削減をうたうこ

とで、面倒だと感じるお客の客離れによる売り上げ

等 の 影 響 を 気 に し て い る と い う 事 情 が あ る と 思 わ

れる。また、レジ袋自体が持つ広告媒体としての宣

伝 効 果 も あ な ど れ な い と い う こ と で 断 ら れ る こ と

もあった。  

さらに、店内で買い物している客がマイバッグに

何か入れて万引きをされても気づきにくいため、犯

罪 を 誘 発 す る お そ れ が あ る と い う 理 由 で 断 ら れ る

こともある。  

 

  

 地域の清掃をしていても、コンビニで買った食品

を食べて、渡されたレジ袋をそのままゴミ袋として

使って、道路や河川などにポイ捨てされていること

が多い。そのため、レジ袋が減れば、ポイ捨てが減

るという効果もあると思う。  

 そ の た め 、 積 極 的 に コ ン ビ ニ で も Ｐ Ｒ し て ほ し
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（村田委員） 

 

 

 

 

（天沼委員） 

 

 

 

（田中委員） 

 

 

 

 

 

（村山委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(田中委員）  

 

 

 

い。  

 コンビニでも、ザ・モールみずほ１６のように「レ

ジ袋が必要かどうか」という声かけを積極的に行っ

てほしい。若者も多いし。コンビニは声かけしてい

るイメージがない。  

 

 コンビニはアルバイト店員が多いため、周知徹底

を図るのが難しいのではないか。そこでも、しっか

りできるようになるとよいと思う。  

 

 他市のケースであるが、最近は高齢者の万引きが

増えていて、しかも、マイバッグを促進している店

舗 で 被 害 が 多 い と い う デ ー タ が あ る と い う 話 を 聞

いたことがある。なかなか店舗の協力を得るのは、

そういう側面からは難しいのではないか。  

 

 コンビニに少量のものを買いに行くときに、やは

り マ イ バ ッ グ を 持 参 す る 気 に な ら な い の が 実 際 で

ある。  

 また、どこからかマイバッグをもらって、使い切

れないほど増えてしまい、それ自体がごみになると

いう状況にも陥っている。  

 さらに、無料で配ると「無料だから」ということ

で、すぐにごみとして捨てられてしまうことが多い

ため、ただでマイバッグを配るということはよくな

い。少しでもお金をとれば、大事にしてもらえる。

 

 やはり有料化（１袋５円）しているところには、

み ん な マ イ バ ッ グ を も っ て い く 傾 向 に あ る こ と は

実施している店舗を訪れてみると、実感として感じ

ることが多い。  
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議題（３）  

瑞穂町のごみの現状について  

（会議内容）  

（吉川会長） 

 

（事  務  局） 

＊ 資 料 ３ の

説明  

＊ １ ペ ー ジ

目の説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議題（３）について、事務局より資料の説明を求

める。  

 まず、１ページ目から説明する。  

 現状について、簡単に説明した文章が資料中にあ

るので、そのまま読むこととする。  

『 瑞 穂 町 の ご み は 平 成 １ ５ 年 度 を 境 に 減 少 傾 向

にあります。（２・３ページ参照）  

この要因としては、①平成 16 年度に実施した、

ご み の 一 部 有 料 化 や 戸 別 収 集 に よ る 排 出 者 責 任 の

明確化、②景気の低迷、③西多摩衛生組合に搬入さ

れる事業系可燃ごみの減少（不適正搬入物の抜き打

ち検査を実施したことなど）などがあると考えられ

ます。』  

 

「抜き打ち検査」とは、年 4 回実施しており、そ

の目的は、燃やせるごみに分類されない不適正排出

物や、本来資源となる紙・ペットボトル・缶・容プ

ラなどの資源物の搬入を防ぎ、搬入物の適正化・減

量化を図ることにある。  

 今 年 度 は 資 料 ３ の 下 部 に 示 し て あ る と お り 、 ６

月・８月・１１月・２月に実施しており、全３２社

を 対 象 に 検 査 を 行 い 、 う ち ３ 社 に 警 告 文 書 を 発 し

て、搬入内容の改善指導をした。  

  

次に、２・３ページは直近１０年間の瑞穂町のご

み収集・処理状況の推移を「収集ベース」と「処理

ベース」で示したものであり、上部は表で、下部に

はそれに基づいたグラフを作成している。  
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＊ ２ ペ ー ジ

目の説明  

 

 

 

 

＊ ３ ペ ー ジ

目の説明  

 

 

＊ ４ ペ ー ジ

目の説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質疑応答） 

（吉川会長） 

 

（事  務  局） 

 

 

 

 まず、２ページは、ごみの収集量の推移を示した

ページである。  

 下のグラフでは、資料３の１ページ目で説明した

とおり、一部有料化・戸別収集が開始された、平成

１ ６ 年 度 か ら ご み の 収 集 量 が 減 量 へ 推 移 し て い る

ことがわかる。  

 続いて、３ページは、ごみの処理量の推移を示し

たページである。  

 先ほど２ページで示した、収集物がどのように処

理されているかの内訳を示すものになっている。  

 最後に、４ページは多摩地域内の一人一日当たり

のごみ量に関して、「総ごみ量」と「収集量」（主に

家庭系ごみの収集量）と「持込量」（事業系ごみが

直接西多摩衛生組合に持ち込まれた量）に分けて順

位化したものと、「総資源化率」について順位化し

ているものである。  

瑞 穂 町 は 総 ご み 量 で は ３ ０ 市 町 村 中 ２ ９ 位 と い

う結果であり、まだまだ改善の余地はあると考えて

いる。  

しかし、平成２０年度から２１年度への一人一日

当たりのごみ量は４５．３ｇ減量しており、他市の

減少量の平均を上回るものとなっているため、今後

のますますの減量や順位の上昇が期待される。  

 

 

平成２１年度は２９位ということだが、平成２２

年度の順位については見込みは立っているか？  

不明である。瑞穂町だけではなく、他の市町村も

努力して減量しているため、割り出しにくい。  

瑞穂町のごみの量について、ひとつご理解いただ

きたいことがある。瑞穂町は他の市町村に比べて、
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（村田委員） 

 

（事  務  局） 

 

 

 

 

 

 

（意   見） 

（田中委員） 

 

 

 

 

 

 

製造業や食品加工業者が非常に多く、そこから入っ

てくるごみもその分多くなる。  

瑞穂町は、多摩地域で、昼間人口が夜間人口を上

回る自治体としては、立川・八王子に次ぐ水準にあ

ると聞いており、そのことからも事業所が多いこと

がわかる。  

そして、「総ごみ量」は、その事業所から出るご

みも含めて、瑞穂町の総人口で割り返すため、必然

的にその数字は多くなるのである。  

 

牛乳パックは現在はどうやって処理しているの

か。  

収集した牛乳パックはそれぞれの紙類と一緒に、

古紙問屋にもっていって再生している。もちろん新

聞や雑誌など紙の種別ごとに単価などは異なる。  

以前のように、牛乳パック単独でリサイクルルー

プにのせて、格別に処理をするということはしてい

ない。  

 

 

瑞穂町の事業所は生産能力が高く、都内でもトッ

プクラスの技術を誇ると聞いている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

議題（４）  

その他について  

（会議内容）  

（事  務  局） 

 

 

（吉川会長） 

 

 

 

（田中委員） 

 

 

（村田委員） 

 

 

 

 「ごみ減量等説明会」を開催しているが、なかな

か人が集まらないのが現状である。なにかいい方法

はないか。  

 町 内 会 の 総 会 な ど の イ ベ ン ト に 合 わ せ て 職 員 が

出向き、その中で少し時間をもらって、説明会を行

うのはどうか。ただその説明会のためだけに足を運

ぶ人は少ないのではないか。  

 委員としても、通知をもらえれば、その機会を知

ることができ、ありがたい。  

 

 現在、東京都の生活学校全体で「もったいない」

運動に取組んでいて、「買いすぎ」「食べ残し」「期

限切れ」による廃棄を減らそうという活動をしてい

る。瑞穂町でも広めていきたいと思っている。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


